
「推進計画」の位置付け等について 

 

 

○基本条例（抄） 

第９条 市長は、人権・平和のまちづくりの総合的な推進を図るための基本となる方針

（以下「基本方針」という。）を策定するものとする。 

第１０条 市長は、人権・平和のまちづくりを総合的に推進するための計画（以下「推

進計画」という。）を策定するものとする。 

第１６条 人権・平和のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、市長の附属機

関として、国立市人権・平和のまちづくり審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、そ

の結果を市長に答申する。 

 （１）基本方針及び推進計画に関すること。 

 

 

基本条例…ソーシャル・インクルージョンの理念の下、人権・平和のまちづくりを推進

するに当たっての基本を定めた条例 

 

基本方針…人権・平和のまちづくりの総合的な推進を図るための基本となる方針 

     （基本条例の理念を推進するために、その基本的な考え方を記したもの） 

 

推進計画…人権・平和のまちづくりを総合的に推進するための計画 

     （基本方針を踏まえ、より具体的な推進方策等について記したもの） 

 

 

資料４ 


